
優先交渉者選定基準 

（区保健福祉センター高齢障害支援課窓口業務派遣） 

 

１ はじめに 

（１）基本的な考え方 

「区保健福祉センター高齢障害支援課窓口業務派遣」の調達においては、本市にとって最適な事

業者を選定するため、仕様書で示す業務の実施についての企画提案書（以下「提案書」という。）

の評価点が最も高い者を優先交渉者（受注候補者）とする公募型プロポーザル方式を採用する。 

（２）本書の位置付け 

本書は、区保健福祉センター高齢障害支援課窓口業務派遣の優先交渉者（受注候補者）を選定す

るための基準を定めるものである。 

 

 

２ 審査・評価機関等 

（１）審査・評価機関 

本調達に係る審査及び評価については、区保健福祉センター高齢障害支援課窓口業務派遣に係る

公募型プロポーザル評価委員会（以下「評価委員会」という。）で実施する。 

（２）審査・評価の方法 

評価委員会は、提案書が仕様書及び提案書作成要領で示す要求事項を満たしているか審査を行う

とともに、本書に基づき評価し、技術点及び価格点を付与する。 

 

３ 評価項目及び最高点 

技術点の評価項目及び最高点並びに価格点の最高点については、表１のとおり設定する。 

表１ 評価項目及び最高点 

提案項目 配点 

１ 人材派遣の考え ５０ 

２ 業務実績 １００ 

３ 業務計画 ２５０ 

４ 個人情報の保護・情報セキュリティ対策 １００ 

５ 業務管理・実施体制 ４００ 

６ その他提案事項 １００ 

合計 １，０００ 

 

４ 評価方法 

評価項目及び最高点並びに価格点の最高点については、表１のとおり設定する。 

（１）目的 

本市が設定した提案項目について、本調達の目的を理解したうえで本市にとって有益な提案がさ

れているか、実現性や具体性のある提案がされており、それらを担保する根拠や実績等が記述され

ているか等の観点から客観的に評価することにより、最も優れた事業者を選定することを目的とす

る。 



（２）評価方法 

提案書の提案内容について、表２の基準により提案項目単位に絶対評価で評価し、「５ 評価点

の算出方法」に基づき点数を算出する。なお、「企画提案書作成要項」に従わない提案については、

失格とし評価を行わない。また、仕様書等の要件をすべて満たすことができない場合は、失格とな

る。 

 

表２ 提案書の評価及び配点割合 

評価 配点割合 

高評価 １００％ 

～ ～ 

記述なし ０％ 

 

５ 評価点の算出方法 

（１）評価点の算出方法 

前記３の項目ごとに、評価者の点数から平均点を算出し、当該点数「平均点」を評価点とする。 

なお、有効数字については整数までとし、小数点以下第１位の値を四捨五入するものとする。 

（２）最低基準点について 

最低基準点を最高得点の合計（１０００点）の６割（６００点）とし、評価点が最低基準点に満

たない場合は、不採用とする。 

 

６ 優先交渉者の選定方法 

（１）優先交渉者 

前記５で算出した評価点が最も高い事業者を優先交渉者とする。 

（２）同点の場合について 

評価点が、最も高い事業者が２者以上ある場合は、次の順序で優先交渉者を選定する。 

①見積価格が低い者を優先交渉者として選定する。 

②評価点が同点で、かつ、見積価格も同じ場合は、当該事業者にくじを引かせて優先交渉者を選定

する。このとき、くじを引かない事業者があるときは、本調達事務に関係のない本市職員に、こ

れに代わってくじを引かせて優先交渉者を選定する。 

（３）プロポーザル参加者が１者の場合について 

参加者が１者の場合でも、予定価格の範囲内の価格をもって、有効な提案があった場合は、本書

に基づき評価点を付与し、優先交渉者を選定する。 


